
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回 政治倫理審査会 が開かれました 
１月２１日、北口和皇議員の政

治倫理について市民が審査を求

め実施されている政治倫理審査

会が開かれました。 

 今回は、「食肉センター廃止に

伴う機能移転に関連する調印式

における言動等」についての事実

確認が行われました。 

この調印式は、本来は必要ない

にもかかわらず、北口議員の提案

で開催されたものですが、調印日

に関係者への暴言や威圧的な態度

を取るなどして、最終的に調印が

見送られました。 

審査会では、調印式での発言録

とともに、録音データ（全８０分

のうち約３分強）も公開されまし

た。 

 

 
 

【
控
室
か
ら
】 

 

「
県
政
」
と
「
市
政
」
の
か
か
わ
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

上
野 

み
え
こ 

 
 

 

３
月
の
県
知
事
選
挙
が
近
づ
い
て
い
ま
す
。「
あ
か
る
い
熊
本
を
つ

く
る
県
民
の
会
」
主
催
の
寺
内
大
介
弁
護
士
を
励
ま
す
集
い
が
開
か

れ
ま
し
た
。「
県
政
」
の
行
方
は
、
熊
本
市
民
、
熊
本
市
政
に
と
っ
て

も
、
そ
の
か
か
わ
り
は
重
要
で
す
。 

 

強
い
拡
充
要
望
の
あ
る
「
子
ど
も
医
療
費
無
料
化
制
度
」
は
、
県

下
自
治
体
の
対
象
年
齢
・
補
助
の
状
況
に
大
き
な
差
が
あ
り
ま
す
。

対
象
年
齢
を
「
小
学
３
年
生
」
ま
で
、
病
院
の
窓
口
で
５
０
０
円
の

自
己
負
担
を
求
め
る
熊
本
市
の
制
度
は
、
周
辺
自
治
体
の
中
で
最
低

レ
ベ
ル
で
す
。
自
治
体
間
の
格
差
を
な
く
し
、
対
象
年
齢
を
引
き
上

げ
に
は
、
全
国
最
低
レ
ベ
ル
の
県
の
助
成
拡
充
は
重
要
な
課
題
で
す
。 

 

か
け
が
え
の
な
い
阿
蘇
の
自
然
を
壊
し
、
多
額
の
税
金
投
入
と
な

る
立
野
ダ
ム
建
設
は
、
環
境
破
壊
の
ム
ダ
な
公
共
事
業
以
外
の
何
物

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
中
止
に
お
け
る
知
事
の
判
断
は
極
め
て
重

要
で
す
。
そ
の
他
、
戦
争
法
廃
止
や
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
中
止
を
き
っ
ぱ
り

国
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。 

 

住
民
の
関
心
が
高
い
問
題
で
、
県
の
ト
ッ
プ
の
判
断
は
極
め
て
重

要
で
す
。
県
知
事
選
挙
は
、
国
言
い
な
り
、
暮
ら
し
破
壊
県
政
の
転

換
を
実
現
す
る
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
で
す
。 

「仁義ば切ったらどうかいた」～怒鳴り声や机をたたく音 

録音データは、調印式の様子を記

録したもので、全体で８０分あるう

ちの約３分強が公開されました。そ

のなかで、北口議員からは「工事は

今まだできとらんばってん、すんま

っせんどま仁義ば切ったらどうか

いたて言いよっとたい、私は。何も

しとらんくせたい。-----頭ん来っ。」

などの罵声を発する様子や、どんど

んと机をたたく音も聞こえてきま

した。 

委員からは、「聞くに堪えない」

などの厳しい意見が出されたほ

か、本人や関係者の意見も聞きた

いとの発言もありました。 

 北口議員の発言・態度について

は、熊本市不当要求行為等防止対

策会議においても、高圧的であり

不当要求に該当すると結論付けら

れています。 

北口和皇市議の政治倫理違反について調査する 
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 食肉センター廃止に伴う調印式での言動に関して、議会として北口議員

の議員辞職勧告決議を全会一致で可決しました。また、６０００名を超え

る市民からも新たな事例も含め政治倫理審査を求める署名が寄せられてい

ます。北口議員はこうした声を受けとめ、速やかに辞職すべきです。 

 

次回の政治倫理審査会 ２月１２日午後２時～ 

次回の政治倫理審査会は、２月１２日（金）午後２時から、場所は、

熊本市駐輪場ビル８階です。「東区画図地区の農業水路の工事が中断さ

れた件」の事実確認などが審査される予定です。 

また、今後は、「高齢者向け住宅の建築確認への関与」などについて

審査が行われ、政治倫理違反の判断やそれに伴う勧告などの結論が出

されることになります。 

 

議会の辞職勧告決議や市民からの審査請求を受け止め 

きっぱり議員を辞職すべき 



 

 

 

 

 昨年 11 月に、生活保護の過大支

給が 17 件・約 2,300 万円あったこ

とが判明したのを受けて、12月に生

活保護の給付について総点検が行わ

れました。（全市 12,699世帯） 

 今年 1 月 29 日に公表された調査

結果では、過大支給（払い過ぎ）が

124件・11,906,218円、および過少

支給（払うべきものを払っていない）

が 52件・10,781,158円あったこと

がわかりました。 

 

 

 

 「過大支給」「過少支給」の他にも、

支給金額には影響がなかったものの、

「口座登録漏れ」・「誤った振込み」・

「関係通知を誤って発送」・「氏名の

誤った入力」・「決定通知の未発送」・

「決裁を経ずに扶助費を支給」など、

多岐にわたるミスが判明しました。 

 初歩的なミスが多いことは、ケー

スワーカー・査察指導員の人員不足

から丁寧なケースワーク業務ができ

ないことや、研修の必要性が浮き彫

りになりました。 

 

 

 

 

【ミスの内容】 

（過大支給について） 

・障がい者加算を誤って支給 

・住宅費の代理納付に際し、住宅費

を二重に支給 

・年金収入の認定漏れ 

（過少支給について） 

・障がい者加算の額を少なく支給 

・転入・転出などに際し、級地区分

を間違って支給 

・仕送りの収入認定を間違って、扶

助費を少なく支給 

 

 

 この結果を受けて、市内5つの福

祉事務所では、 

① ケースワーカー・査察指導員の充

足率を高める体制拡充 

② チェック体制の強化（実施済） 

③ 業務改善委員会の設置（設置済） 

④ 研修体制の充実（実施計画中） 

⑤ 電算システムのレベルアップ（エ

ラーチェック機能を付加） 

などの、対応策をすすめていく方向

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 熊本市は、ケースワーカー・査察

指導員ともに、充足率が低く、慢性

的な人員不足の状態です。 

 ケースワーカーの適性な担当数は、

「８０ケース」ですが、熊本市は平

均でも100ケースを担当しています。 

担当世帯数が多いために、世帯の状

況を適切に把握し、丁寧なケースワ

ーク業務を行っていくことが困難に

なっています。今回のようなミスを

なくしていくためにも、充足率

100％を早期に実施すべきです。 

 また熊本市は、嘱託のケースワー

カーも配置しています。経験を積む

ことのできない嘱託ケースワーカー

配置は止めて、専門性の向上こそ図

っていくべきです。 

 

 

 「過大支給」は5年間さかのぼっ

て返還を求める方向ですが、「過少支

給」分は「2 カ月」しかさかのぼっ

て支給しない方向です。市のミスに

よって、払うべきものを払っていな

い訳ですから、過去にさかのぼり「全

額」追加で支給すべきです。 

事務処理ミスへの適切な対応と、適正な保護行政の確立を！ 
多数の事務処理ミス、「福祉事務所」の責任は重大 他都市と比べてもケースワーカー・査察指導員が不足、低い充足率 

「過少支給」は、過去に遡り全額支給を 
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「原因」への「適切な対応」が必要です 

【ケースワーカー・査察指導員充足率】 

（都市名） （ケースワーカー） （査察指導員） 

札幌市   95.7  101 

仙台市   80.7  82.6 

さいたま市   93  107.4 

千葉市   84.5  89.3 

横浜市   87  75.8 

川崎市   99  109.3 

相模原市   100  94.1 

新潟市   97.3  100 

静岡市   86  100 

浜松市   91.5  110 

名古屋市   73.3  64.7 

京都市   95.2  94.9 

大阪市   61.9  84.8 

堺市   72.8  76.5 

神戸市   79.6  79 

岡山市   82.1  83.3 

広島市   91.5  97.1 

福岡市   82.7  72.4 

北九州市   100  97 

熊本市   80.3 81.8 

         ＊充足率：％ 

熊本市のケースワーカー充足率は低

い方から 5番目、査察指導員は低い方

から 6番目です。 


